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子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ 
 
当社の子会社である株式会社図書館流通センター及び株式会社図書流通が下記の通り訴訟の提起を受け

ましたので、お知らせいたします。 
なお、当社は本件訴訟における当事者とはなっておりません。 

 
記 

 

１．訴訟の提起を受けた子会社の概要 

 （１）株式会社図書館流通センター（以下「TRC」） 
1. 名称 株式会社図書館流通センター 
2. 所在地 東京都文京区大塚三丁目4番7号 
3. 代表者の役職・氏名 代表取締役会長  石井 昭 
4. 事業内容 書籍販売・データ作成・図書館業務請負等を含む一貫性のある図書館支

援業務、図書館運営に関するコンサルタント業務 他 
5. 資本金 266,050,000円 

 
 （２）株式会社図書流通（以下「図書流通」。TRCと併せて以下「当社子会社ら」） 

1. 名称 株式会社図書流通 
2. 所在地 埼玉県新座市畑中二丁目2番17号 
3. 代表者の役職・氏名 代表取締役  芹澤 正博 
4. 事業内容 倉庫業 
5. 資本金 10,000,000円 

 
２．訴訟が提起された年月日及び裁判所 

（１）訴訟が提起された年月日 ： 平成22年7月2日 
  （当社子会社らへの訴状到達日）： 平成22年7月16日 
（２）訴訟が提起された裁判所 ： 東京地方裁判所 

 
３．訴訟を提起した者 

1. 名称 株式会社トーハン 
2. 所在地 東京都新宿区東五軒町6番24号 
3. 代表者の役職・氏名 代表取締役  山﨑 厚男 

 
４．訴訟の内容及び請求金額 

 （１）訴訟の内容 
   株式会社トーハン（以下「トーハン」）から当社子会社らに対する訴訟の内容は以下の通りです。 

 - 1 -



 

 - 2 -

    ①トーハンとTRCとは書籍雑誌その他の出版物について取引約定書を締結し、トーハンを売主、

TRCを買主とする継続的売買取引を行っていました。近時、TRCは経営改革に取り組むなかで

取引先の見直しを行うこととし、トーハンを含めた取次会社と取引条件交渉等を行った結果、

顧客利便性の向上及び経済合理性等の観点から平成22年2月1日より主要仕入先をトーハンから

他社へ変更しました。これに対しトーハンは、取引約定書は継続しており、TRCにはこれに基

づく継続的取引義務があるとして取引中止に伴う逸失利益相当額及び無形的な営業上の損失に

係る損害の賠償を求めてきました。 
②図書流通がトーハンから受託している入出荷業務に関連し、TRCがトーハン以外の第三者に対

して注文した商品を、トーハンの在庫商品の中から無断でTRCに出荷したとして、トーハンは

これをTRCと図書流通との共同不法行為ととらえ、これに基づく損害賠償を求めてきました。 
 
 （２）訴訟の目的の価額 
     金2,005,832,974円 
 
５．今後の見通し 

   当社子会社らは、相手方が求めてきている損害賠償責任はないものと確信しており、本件訴訟にお

いてその正当性を全面的に主張していく方針です。 
以 上 


